
龍ケ崎市文化会館フレンド会会員・会費・会員証等の取扱規定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規定は，龍ケ崎市文化会館フレンド会（以下『フレンド会』という） 

 の会員・会費・会員証等の取扱について必要な事項を定めるものとする。 

 

 （会員） 

第２条 フレンド会の会員は，入会届けの提出と同時にフレンド会会員台帳に登録記載 

 されるものとする。 

 

 （会費の納入） 

第３条 新規会員の会費は，入会手続きと同時に納入するものとする。 

２ 会費の納入方法は，フレンド会事務局へ直接持参するものとする。 

 

（会員証） 

第４条 会員台帳に登録記載され，会費納入が完了した会員には，フレンド会会員であ 

 ることを証明する会員証を交付する。 

 ２ 会員証には，会員番号・会員の区分・氏名・有効期限を表示する。 

 

 （会員証行使における遵守事項） 

第５条 会員証行使において，会員は次の事項を遵守しなければならない。 

 （１）会員証は，他人に貸与または譲渡してはならない。 

 （２）文化会館関係者より会員証の提示を求められた時は，必ず提示すること。 

 （３）破損または紛失した時は，速やかに事務局に申し出て再交付の手続きをとること。 

 （４）更新や退会した時は，速やかに返却すること。 

 

 （委任） 

第６条 この規定に定めたもののほか，会員・会費・会員証等の取扱に関し，必要な事 

 項は会長が定める。 

 付 則 この規定は，平成９年６月１日から施行する。 

付 則 この規定は，平成１０年１月１７日から施行する。 

付 則 この規定は，平成２３年５月１日から施行する。 

付 則 この規定は，平成２５年５月３１日から施行する。 


